
 

 

生野区区政会議運営要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、区政会議の運営の基本となる事項に関する条例（平成 25年大阪市条例

第 53号。以下「条例」という。）第４条第２項及び第 12条第１項の規定に基づき、生野区

区政会議（以下「区政会議」という。）の運営に必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、条例の例による。 

 

（委員の構成及び定数） 

第３条 委員は、地域団体より推薦された者から選定する委員、公募により選定する委員及び

学識経験を有する者その他区長が適当と認める者から選定する委員から構成する。 

２ 区政会議の委員の定数は、30人とする。 

３ 前項の委員の定数のうち、公募により選定する委員の定数は、５人とする。 

 

（委員の選定方法等） 

第４条 地域団体より推薦された者から選定する委員は、区長が指定した地域団体から委員候

補者として推薦を受けた者について、選定する。 

２ 公募により選定する委員は、別に定めて公示する区政会議委員公募手続事務要領により、

選考の結果に基づき選定する。 

３ 学識経験を有する者その他適当と認める者から選定する委員は、区長において選定する。 

４ 委員としての業務の委託を行った場合又は委員としての業務の委託を解除した場合（委員

の任期が満了した場合を除く。）は、当該委員の氏名を公示するものとする。 

 

（委員の報償金等） 

第５条 前条第３項の規定により選定した委員については、報償金その他業務の対価及び交通

費相当を支払うことができる。 

２ 前項の支払いにあたっては、本市「懇談会等行政運営上の会合等の委員その他の構成員に

係る報償金の基準に関する要綱」に基づくものとする。 

 

（開催の回数） 

第６条 区長は、各年度、少なくとも２回、区政会議を開催するものとする。 

 

（部会の開催） 

第７条 次の表の左欄に掲げる事項についてより専門的な意見交換を行うことにより、効果的

かつ効率的な区政会議の議論に資するため、区政会議の部会として、同表の中欄に掲げる部

会を開催することとし、当該部会に属する委員の定数は、同欄に掲げる部会ごとに、同表右

欄に掲げるとおりとする。 



 

 

地域における福祉・防災・防犯等暮らしの安全・安心の

分野 

くらしの安全・安

心部会 
11人 

多文化共生・空き家対策等の区の新たな課題および地域

活動の活性化・まちの魅力の発掘・発信等、区の未来に

向けた魅力あるまちづくりの分野 

まちの未来部会 9人 

こども・子育て支援および教育の分野 こどもの未来部会  10人 

 

２ 区政会議の委員は、前項の部会のいずれかに属することとし、属する部会は、区長が定め

る。 

３ 部会に属する委員は、その互選により当該部会の部会長及び副部会長を選任するものとす

る。 

４ 部会長は部会を主宰する。 

５ 部会長は、前項に定めるもののほか、会議の円滑な運営に資するため、自ら指名する委員

に議事の進行等を行わせることができる。 

６ 副部会長は部会長を補佐し、部会長が欠けたとき又は部会長に事故があるときは、部会を

主宰する。 

７ 部会の運営については、本要綱に定めるもののほか、条例第５条第２項、第６条第１項、

第７条、第８条及び第 11条第１項の規定、同項に基づく市規則の規定並びに次条の規定の

例により行う。 

８ 本条第２項に定めるもののほか、区長が必要と認めるときは、区政会議の委員は、同項に

おける区長が定める部会以外の部会に参加することができる。この場合において、当該委員

は、当該部会の部会長又は副部会長の求めがある場合に限り意見を述べることができる。 

  

（会議の公開の方法等） 

第８条 条例第７条第６項本文に基づく会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、次のとお 

り会議の傍聴を認めることにより行うものとする。 

(1) 会議の開催の都度、あらかじめ傍聴を認める定員を定め、会場に傍聴席を設けるものと

する。 

(2) 傍聴者に会議資料を配布するものとする。ただし、公表に適しない情報が記録されてい

るもの等については、配布しないものとする。 

(3) 会議を円滑に運営するため、会議において、傍聴に係る遵守事項等を定め、会場の秩序

維持に努めるものとする。 

(4) 傍聴者は傍聴の遵守事項を守り、会議を主宰する者の指示に従って、静穏に傍聴するも

のとする。 

(5) 会議に関する報道機関の取材に対して配慮するものとする。 

２ 公開する会議の開催に当たっては、当該会議開催日の１週間前までに、開催日時､場所、

議題その他必要な事項を、区役所の掲示場に掲示するとともに、インターネットの利用その他

の情報通信の技術を利用する方法により公表するものとする。ただし、会議を緊急に開催する

必要が生じたときは、この限りでない。 



 

 

３ 公開する会議の開催に当たっては、前項に定めるもののほか、必要に応じて､報道機関へ

の情報提供などの方法により､開催日時、場所、議題その他必要な事項の周知に努めるもの

とする。 

４ 条例第７条第６項ただし書に基づき会議を公開しないとすることについては、区政会議に

おいて決定するものとする。 

５ 前項に基づき会議を公開しないこととした場合は、その理由を明らかにするものとする。 

 

 

附 則 

１ この要綱は、平成 25年６月１日から施行する。 

２ 生野区区政会議開催要綱（平成 23年 7月 27日制定）は、廃止する。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成 25年 10月１日から施行する。 

２ 平成 25年 10月１日から平成 29年９月 30日までの間、委員の定数は 46人とし、公募に

より選定する委員の定数は６人とし、魅力あるまちづくり部会に参加する委員の定数は 23

人とする。 

３ 前項の規定は、平成 25年 10月１日以降であって公募により選定する委員の数が５人以下

となった日限り、その効力を失う。 

 

附 則 

この要綱は、平成 27年 10月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 28年 4月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 29年 10月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 30年 1月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和元年 10月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年 10月 16日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年 10月 15日から施行する。 


